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第３７回 住宅・土地ＴＦ議事概要 

 

日 時 ：平成２０年１月１０日（木） １６：３０～１８：３０ 

会 場 ：永田町合同庁舎２階 第２共用会議室 

議 題 ：有識者からのヒアリング及び意見交換 

      マンション建替えの現場から見た建替え法制の課題について 

出席者 ：○規制改革会議 

福井主査 

     ○ウェルブライト法律事務所 

       村辻 義信 弁護士 

     ○戎・太田法律事務所 

       戎 正晴 弁護士 

     ○国土交通省 

   住宅局市街地建築課 課長 橋本 公博 氏 （オブザーバー） 

 

○福井主査 本日は大変お忙しい中、しかも遠方からおいでいただきまして誠にありがとうござい

ました。本日は、マンション建替え問題に関する極めて高い御見識をお持ちの村辻先生と戎先生に

おいでいただきまして、「マンション建替えの現場から見た建替え法制の課題」ということで、御自

由に忌憚のない、特に法制度面の御意見を賜ることができればという趣旨でございます。 

 それでは、早速お話をお伺いしたいと存じますが、順序としては村辻先生から、意見陳述は 15 分

くらいずつで当初 30 分程度お話をいただきまして、その後、両先生にいろいろ御質問させていただ

いたり、御経験を伺うということで質疑応答にさせていただきたいと存じます。では、村辻先生か

らどうぞよろしくお願いいたします。 

○村辻弁護士 村辻でございます。今日はこういう機会をお与えいただきまして誠にありがとうご

ざいます。つたない経験しか持ち合わせておりませんので、どれほどお役に立てるか不安でござい

ますが、よろしくお願いいたします。 

 まず、冒頭でおわびをしなければならないのは、先ほど新幹線の中で改めて御案内状を拝見しま

して、冒頭でプレゼンテーションを 15 分から 20 分くらいということで、これは大変だと、プレゼ

ンの資料を用意しておりませんでした。大変申し訳ございません。 

○福井主査 結構でございます。頭の中に入っていらっしゃるいろいろな御経験をいただけました

ら十分です。 

○村辻弁護士 戎先生は恐らく的確な資料をお持ちだろうということで震えながらやって参りまし

たら、戎先生も御用意でなかったということで、弁護士というのはこういうものなどとさっき言っ

ていたのですが、申し訳ございません。 

 私ども、日常、マンションの建替えの方にそこそこ関わらせていただいているわけでございます

けれども、今日は規制改革の視点からとお聞きしておりますので、それに関して日ごろ思いますこ
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とを申し述べさせていただければと思います。 

 まず区分所有法の 62 条の方でございますけれども、５分の４決議です。今、国土交通省さんの方

でアンケート等をされておられると思いますが、その５分の４要件がどうだというところがそもそ

も一つの問題にはなっていると思います。ただ、私自身は区分所有法の中のほかの規定との関係で

いくと、62 条の５分の４要件を更に緩和するというのは、マンション建替えの現場にいる人間とし

てはやりやすくなってありがたいことではありますけれども、そんなに簡単でもないのかなという

ような気がしております。 

 それは、特に規約改正が４分の３ということになってございますので、それとの絡みでいくと規

約改正が４分の３必要だ。そうだとすると、建替え決議は処分行為そのものではないですけれども、

将来の処分を前提とするものでございますので、本来共有物で全員の合意でしか処分できないもの

を多数決でやる。そうなりますと、やはり５分の４というのは一つの合理性があるのかなというよ

うな気もいたします。 

 ただ、そんな中で１つ日常よく困りますのは団地の一括建替えでございます。これは、先生方も

御承知のように、全体の５分の４だけではなくて各棟要件で３分の２が必要です。３分の２につい

ては、例えばこれが憲法違反なんだとおっしゃっている先生方は３分の２もおかしいということだ

と思うんですが、各棟要件が実務でどういう場合に問題になるかといいますと、そこそこの規模の

団地なんだけれども、その棟の中に 10 戸くらいしかない小さな棟がたくさん点在するようなケース

がある。例えば、１つの棟で 10 戸しかない。これで３分の２でございますので、７戸の議決権の賛

成が要る。 

 たやすいことではないかと一見は見えるのですが、古い老朽化マンションについては１つの棟で

複数の住戸を持っておられる方がいらっしゃる。同じ棟で２戸持っている、３戸持っているという

方が結構いらっしゃいまして、例えば 10 戸しかない棟でお２人の方がそれぞれ２戸持っているとこ

ろで、その２人の方が反対だと。複数の住戸を持っている人の方が一般的にはいろいろな御意見を

おっしゃいますので、私ども現場におりますと、高齢者とかいわゆる弱者の方が建替えに反対とい

うよりも、むしろ資金力をお持ちの強者の方が反対というケースが多うございます。 

 そういう方々は等価交換あるいは権利変換で、還元率 100％で自己負担は基本的になしでやろう

という考え方が間違っている、皆それぞれ 1,000 万や 2,000 万ずつぐらい負担をして、余り高さも

高くない、いい建物にしようじゃないかとおっしゃる方がよくいらっしゃいます。そういう方がた

またま 10 戸しかないところで、お２人が２戸ずつ持っている方がいるということになると、団地全

体としては九十何％、100％近い合意になっても、その方々のために全くできない。建替え承認決議

につきましては恐らく今のところまだ例がないと思いますが、非常に使いづらい内容にもなってい

る。 

○福井主査 その棟だけ置いておいて、ほかの棟は全部建替えるということはやりにくいんですか。 

○村辻弁護士 はい。土地全体が共有になってございますので、やろうとすると建替え承認決議と

いうことになってくる。それが、なかなか建替え承認決議はそういう状況であると成立しない、成

立し難い状況になります。 
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○福井主査 建替え承認決議の要件はどういうことですか。 

○村辻弁護士 土地持分の４分の３です。ただ、建替え承認決議はそこだけを置いてやるというこ

とになると、今度はその棟のほかの人が納得しないということになりますし。 

○福井主査 その棟のほかの方は、議決権としては４分の３の中に入り得る人たちですか。 

○村辻弁護士 自分の棟が結局変わらないわけでございますね。そういう中で置き去りにしてでき

るのかという問題がありますし、仮に議決権ベースでいけたとしても、団地のど真ん中にそういう

ところがあって、古いものをそのままにして周りだけやるということは現実問題としては非常に困

難かと思います。 

○福井主査 端の方だと、取り残してやるということはできなくはないですね。 

○村辻弁護士 建替え承認決議が成立してということであれば、不可能ではないということにはな

ります。ただ、実際はそういうことで団地全体の九十何％でＯＫなんだけれども、たまたまその棟

で２戸持っている人が２人反対したら、もうそれで一括建替え決議はおしまいというような事態に

なる。それを恐れて、なかなか建替え決議の方に踏み切れないというケースはよくあると思います。 

○福井主査 建替え承認決議は土地の持分の４分の３だけでよろしいんですか。人数はよろしいわ

けですね。その４分の３で、１棟だけ反対者が多いところも巻き添えにして建替えをするという承

認決議をすれば、それは有効なわけですか。 

○村辻弁護士 はい。ただ、建替え承認というのは周りをするということになりますので、その棟

が残ってしまうので。 

○福井主査 その棟を道連れにすることはできない。それは、さっきの棟ごとの３分の２が絶対的

にかかってくるということですか。 

○村辻弁護士 はい。ですから、その棟を一緒にやろうというのは、まさしく 70 条の団地一括建替

え決議でございますので、それをするためには３分の２が絶対的に要る。そうすると、極端に言う

とほかの棟は全員賛成であっても、たった１つの棟で２戸持っているお２方が反対ということにな

ると、一括建替え決議ができない。仮にその棟だけ残してということができたとしても、現実問題

としてデベロッパーはそういう状態ではとても事業協力者ということにはなってくれません。 

○福井主査 その団地の一連の５分の４、３分の２、４分の３というのはいつできた制度でしょう

か。 

○村辻弁護士 これは平成 14 年の区分所有法の改正ででございます。 

○福井主査 14 年ということは、過分費用要件を取り払ったときと同じでしたか。 

○村辻弁護士 そうです。そのときです。 

○福井主査 そのときには、今のような１棟だけ置き去りになると実質的には止まってしまうとい

う問題点の議論はされなかったんですか。 

○村辻弁護士 私はそのときの立法過程には関わっておりませんので、現実に議論がどこまでなさ

れたのかはわかりませんが、そもそも一括建替え決議という制度自体がなくて、それまでは 62 条だ

けでございました。それを一歩踏み出してというところなので、置き去りにしてどうというところ

までは到底いけなかったということではないでしょうか。 
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○福井主査 今のようなケースですと、団地一括建替て決議の条文がないころは、とにかく全体で

面積と人数の５分の４さえ取ればできたわけですか。 

○村辻弁護士 それはできなかったんです。全体ではだめなので、実は私は平成８年に日本で最初

の建替え決議を、現在私が住んでいるところでもあるのですが、千里の桜ヶ丘住宅というところで

やりました。それは、建替て決議自体が初めてでございましたし、当然団地建替えとしても初めて

でございました。 

 そのときに、では一体どうするかということで考えましたのは、それぞれの棟で５分の４を同じ

内容の、もう少し申しますとそこは 12 棟で 272 戸ございました。それを７棟構成の新しいものにし

ましょうと。ですから、土地の利用関係等が全く異なってしまいますので２つ議論がございまして、

そういう形でやる場合には従来の建物と同じようなものを同じ場所に建てるということであれば、

それぞれの棟で 62 条決議をすればできないわけではないだろう。しかしながら、12 棟を７棟にす

るとか、土地の利用関係が全く変わってしまうということになると、民法の共有理論からいくと全

員合意でないとできないのではないかという議論が１つございました。 

 ただ、私どもが考えましたのは、それぞれの棟で同時に 62 条決議が成立すれば、それに対して反

対の人はそれぞれの棟で売渡し請求権を持っていると排除できるわけですから、それぞれの棟で同

じ内容の建替え決議を 62 条でやればいけるということでいたしました。その当時、相当勉強したつ

もりだったんですけれども、我々というか、私のメンバー全員で考えてそういうことでやりました。 

 その後、更に勉強を進めましたところ、元裁判官の濱崎判事が、いみじくも、かなり前にそうい

う論文を書いていらっしゃった。それぞれの棟で 62 条決議をやればいけるのではないかということ

を論文で書いていらっしゃいました。だから当時、平成 14 年の区分所有法の改正で団地一括建替え

決議の制度ができる前はそういうことで、各棟ごとに５分の４は必要だった。それでいきますと、

今の団地の場合に複数の反対者がいると、到底５分の４はおろか３分の２もだめですから、結局一

括建替え決議が適用できないということになると 62 条で各棟ごとにやることもできませんので、団

地全体が建替えをすることができない。 

○福井主査 その前には、棟ごとだというのは明文上明らかだったんですか。 

○村辻弁護士 ありませんでした。 

○戎弁護士 「棟ごと」という明文はありませんが、66 条での準用がないので棟ごとだという解釈

だったのです。 

○村辻弁護士 区分所有法の団地の規定は単棟型のマンションの規定を準用していますけれども、

その準用条文の中に 62 条が準用されていないので、団地全体での 62 条決議というのはできません

という反対解釈です。 

○福井主査 14 年以前もそういう解釈ですか。 

○戎弁護士 14 年以前がそうだったんです。 

○福井主査 14 年以前がまさにそうですか。その弊害をなくすために、緩める意味で５分の４を３

の２に引き下げたのが 14 年解釈ですか。 

○村辻弁護士 各棟ごとですね。全体では５分の４だけれども。 
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○福井主査 棟の要件は緩めたということですね。 

○村辻弁護士 はい。それが平成 14 年の改正になる。 

○福井主査 とはいえ、いずれにせよ団地型ですとある棟で１戸でも何か反対があるとほかも皆、

道連れになるということは改正前後を通じて変わっていないということでございますね。 

○村辻弁護士 要するに、それまではそれぞれの棟で５分の４の建替え決議をしなければならなか

った。ところが、改正区分所有法の下ではそれぞれの棟での建替え決議は要らなくなって、全体の

団地の決議で５分の４があれば基本的にいいです。ただし、その決議のときのカウント内容で各棟

ごとのカウントもしなさい。各棟ごとに３分の２をクリアしていないとだめですよと。 

○福井主査 全体の５分の４決議の内訳を見てみて、各棟ごとに面積、人数の３分の２を満たして

いる両方の条件が満たされたときに限って全体の建替えができるということでございますか。 

○村辻弁護士 はい。正確に言うと、面積、人数というよりも、各棟ごとの議決権は規約で割と自

由にできます。要するに、人数と議決権の３分の２をクリアしていればということです。 

○福井主査 議決権の３分の２ということですか。頭数と持分権と両方ですか。５分の４の全体の

方は、土地の面積と土地所有者の人数と両方ということですか。 

○村辻弁護士 区分所有者の頭数と議決権で、全体の方は、その議決権が土地持分割合でいくとい

うことです。 

○福井主査 土地の持分権の方は、人数要件はないんですか。というのは、５分の４の人数要件は

団地の場合には……。 

○村辻弁護士 通常の 62 条の場合には、そのマンションの区分所有者の頭数の５分の４、プラス頭

数だけではなくて議決権の５分の４です。議決権については、特に規約で別段の定めがなければ、

先生がおっしゃる面積ですね。床面積比の割合、この２つをミックスしてということになってござ

います。 

 一方で、では団地の方はどうかというと、基本的に考え方は一緒で、区分所有者の頭数の５分の

４と議決権の５分の４、これは変わらない。ただし、それは全体でございます。そのときに、この

議決権が建物の床面積比ではなくて、土地の共有持分の割合の５分の４というふうに変容されてい

ます。 

○福井主査 団地の場合は区分所有面積ではなくて、土地共有持分権で議決権を数える。そこの違

いでございますね。 

○村辻弁護士 はい。議決権の基準が違うというだけです。そういう中で、全体の５分の４だけで

はなくて、各棟ごとに３分の２をクリアしていないとだめだ。ところが、さっき申しましたように

小さな棟があります。 

○福井主査 小さいところだと、大数の法則は成り立ちませんからね。 

○村辻弁護士 はい。そうしますと、そこでたまたま反対者が複数住戸持っているということにな

ると、３分の２の要件を満たさない。 

○福井主査 確かに非常に深刻な問題ですね。 

○村辻弁護士 それで、実は私なりのあれなんですけれども、３分の２というのは残念ながら結構
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実務ではそういうことで、たった 10 戸しかないとか、８戸しかないというところは、昭和 42 年、

43 年の公社公団の分譲物件には結構ございますので、実務上はかなりそういう障害が出てくる。 

 そこで、３分の２ではなくてこれを５分の３、つまり３分の２ということになりますと 66.6666

と 67％、結局は７割の賛成が要るということになりますね。そこを５分の３にすると６割になる。

そこまで緩和していただけないだろうかというふうな思いは日常ずっと抱いております。 

○福井主査 団地全体で５分の４に変えるとか、仮に５分の４が変われば３分の２に変えるとかだ

とまずいんですか。要するに、ある棟は全員反対かもしれないけれども、ほかの棟の区分所有者で

議決権と人数の両方の要件をクリアしていれば、団地全体で道連れにする。それは何か支障がござ

いますか。 

○村辻弁護士 棟別要件を取り払ってしまうというのも、それはそれで一つの考え方だとは思いま

す。考えだとは思いますけれども、団地の中の区分所有建物はそれぞれどうなっているかというと、

独立した区分所有建物なので、本来例えば２棟、団地の中にＡ棟とＢ棟があるとすると、Ｂ棟の建

物に関しては本来Ａ棟の人は全く権利を持っていない。土地だけを持っている。その全く権利を持

っていない人たちが自分の権利のない建物についてそういう決議ができるのかという問題はあろう

かと思います。 

 その辺りを考慮して、14 年の改正のときには各棟の要件を無視するわけにはいかなくて、団地全

体は 62 条と同じ５分の４でいいでしょう。でも、各棟ごとにやはり一定の多数は要るよね。では、

それをどう見るか。３分の２くらいでいいんじゃないですかというのが落ち着きだったかと思いま

す。 

○福井主査 まさにその場合、おっしゃるように事業のど真ん中にある反対者の棟があるような場

合は、公共事業における１坪地主反対運動みたいな絶対的な交渉力を必ず持ってしまいますね。と

いうことは、いかにほかの利益が大きくても、ある特定少数の方が絶対的な拒否権を持ってしまっ

て天文学的な交渉力を保持する。それは不合理ですね。 

○村辻弁護士 そうですね。 

○福井主査 わかりました。勉強になります。 

○村辻弁護士 それから、実は一括建替え決議をいたします前提としては、土地と建物を１つの団

地管理組合が管理するといった団地管理規約の存在が 70 条で絶対的な要件にされています。 

 ここについてなんですけれども、現行の区分所有法では団地管理規約はどういうふうに設定する

かと申しますと、土地については団地全体の土地持ち分割合をベースにする議決権の４分の３でＯ

Ｋです。ところが、個々の建物についてはどうかというと、個々の区分所有建物は個々の区分所有

建物ごとに集会をして、その４分の３の特別決議、これは規約の設定改変が単棟型のマンションで

４分の３だと区分所有法がしていることとそのまま同じことが求められているわけです。 

 そうだとすると、さっきのようなケースで古い団地には団地管理規約が実はないというケースが

非常に多うございます。そうすると、建替え決議をする前にまず団地管理規約を設定する必要があ

る。それで、全体では容易にできますけれども、その棟では今度は４分の３と更に建替えの場合よ

りもハードルが高い。４分の３ですから、75％です。そうすると、10 戸しかないということになる
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と８議決権の賛成が必要だ。２人反対をするのはまだしも、３人反対したらおしまいという状況に

なるので、非常に厳しい状況になってしまいます。 

○福井主査 それは、管理規約が各棟ごとにすべてそろわないと全体の建替えはあり得ないと考え

てよろしいわけですか。 

○村辻弁護士 管理規約は全体の団地管理規約ですけれども、その全体の団地管理規約を設定する

に当たって、建物については個々の建物ごとに集会で４分の３以上の特別多数で設定をする必要が

ある。 

○福井主査 管理規約を個々の建物ごとに変えてはいけないんですか。 

○村辻弁護士 個々の建物ごとの棟の管理規約は設けられますけれども、それがあっても区分所有

法の 70 条は団地管理規約全体の一括の規約を要求していますので、それを設定するためには各棟ご

とに、つまり区分所有建物は全部別だというふうに区分所有法は考えているので、各棟ごとに４分

の３で設定の決議をしなさいと。 

○福井主査 団地管理規約は別に棟ごとではなくて、まさに棟の共通する利害に基づく部分を決め

るわけですね。にもかかわらず、なぜ個別の棟ごとに必要だとされているのでしょうか。 

○村辻弁護士 それは、区分所有建物はそれぞれ独立なので、本来その建物の管理というのはそこ

に権利を持っている区分所有者がその自治で決める。それをそうではなくて、団地管理規約の一括

管理に服させるということは、自分たちではなくて全体の意思決定に服させしめようということな

ので、それをやるためにはまず自分たちで、その全体の方に帰属させましょうというか、管理処分

権をゆだねましょうというためには４分の３は不可欠である。 

 なぜかというと、１つの棟の中で規約を設定するには４分の３要りますので、規約を改正するに

も４分の３要る。そうすると、全体に管理処分権をという団地管理規約の効力を受けようというた

めには、当然そこの４分の３が要るということになります。 

○福井主査 とにかく意見が分かれたときには、４分の３を満たさない限りにおいては少数者の意

思が常に優先されるということですね。 

○村辻弁護士 そういうことにはなってしまうということですね。 

○福井主査 新たに設定するときのそういう問題は余りないんですか。 

○戎弁護士 68 条という条文を満たさないとつくれないことが問題です。 

○村辻弁護士 実は、今申し上げたのは、新たに設定するときのことです。 

○福井主査 それは新築マンションでも同じ問題があり得るわけですか。 

○村辻弁護士 新築マンションの場合は原始契約をつくって、それをＯＫしない人には売らないと

いうことにしますが、皆ＯＫをしますので容易にできると。 

○福井主査 原始規約を改正するときには、常にある棟が満たさない場合に全体の大多数の意思と

衝突することは起こり得るということになるわけですか。 

○村辻弁護士 改正の場合には団地全体の４分の３でよろしいんです。 

○福井主査 ない場合の設定ですね。 

○村辻弁護士 そうなんです。昔の 58 年改正前の状態はどうなっていたかというと、規約を設定す
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るのは全員合意ということになってございました。そういう問題もあるので、あるいは余り認識は

されていなくて、団地については２つのパターンがございます。 

 団地管理規約というふうな名称が付いていない単棟型の管理規約で、実は団地の土地全体と団地

の中の区分所有建物全部を一つの管理組合が管理するというタイプの規約がまず１つあります。そ

れは、言葉上は単棟型であっても、実際は団地管理規約になっている。したがって、その設定につ

いて団地全体のＯＫがあれば、つまり昭和 58 年改正より前は全員合意でございましたから、全員合

意が立証さえできれば、実は団地管理規約は当初からあった。では、それを改正しましょう。何か

不備があるから改正しましょうということであれば、団地全体の４分の３で済む。 

 ところが、そういう規約ではなくて、土地については団地の管理組合が管理するけれども、それ

ぞれの棟はそれぞれの棟で管理というふうに明記してあるケースが非常に多うございます。それは、

土地についての団地管理規約はあるんだけれども、建物については団地管理規約はない。とすると、

これは改正ではなくて全く新たに建物部分については団地管理規約を設定することになる。それに

ついてはそれぞれの棟の４分の３が必要になってまいります。 

 そうすると、結局さっきのようなケースでいくと反対者、つまり 10 戸しかないところで３名の方

が反対すると団地管理規約が設定できない。団地管理規約が設定できないということになりますと、

70 条の一括建替え決議制度は使えませんので、結局建替えができない。 

○福井主査 団地管理規約の統合と設定要件が問題になったのも、14 年改正以降なんですか。それ

以前からあった問題ですか。 

○戎弁護士 問題としてはそれ以前から存在していたのですが…。 

○村辻弁護士 そうなんですが、議論というか、実務上問題になっているのは最近のことで、70 条

ができてからです。 

○福井主査 それまではそもそもできなかったからということもあるんでしょうね。 

○村辻弁護士 はい。70 条が団地管理規約の存在を要求しているので。 

○福井主査 実際に 58 年以前のものは、そういう個別棟についての団地管理規約が存在しないとみ

なさざるを得ないケースが多いということですか。 

○村辻弁護士 日本全体ではどうかわからないですけれども、かなり多いのは間違いないです。 

○福井主査 団地のときに全体で土地共有という形の団地型にするというのは、逆にいっそのこと

棟ごとに敷地も分離してやっておけばそれぞれの棟ごとの完全な自治になるわけですが、そういう

ふうにしたことの反省が最近の新築マンションで表れているとか、あるいはどちらの方が合理的な

のかという辺りはどうお考えでございますか。もちろん大きな敷地のど真ん中に邪魔になるような

ものができて、そこが自治管理だとかえって支障があるということがあるかもしれませんが、一定

のロットごとに独立した区分所有建物としておけば、よそを道連れにしないで小集団の中で自治的

にいろいろできますね。 

 昔は団地で公団などだと一括でやっていたのが、むしろ支障があったという反省があってそうい

う分権的な方向にいっているのか。それとも、そうでもないのか。あるいは、どちらを合理的とお

考えになるかというのはいかがでしょうか。 
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○村辻弁護士 確かに余りにも巨大化すると、その全体で運命共同体みたいになっちゃいますから、

適当なところで区切る必要はあるんだと思います。しかしながら、それが逆に今度は余りにも小さ

いと、スケールメリットがないのでそもそも建替えが今度はできないということなので。 

○福井主査 大き過ぎても小さ過ぎてもいろいろ問題が生じるということですね。 

○村辻弁護士 そういう気はいたします。私が思っていますのは、例えば規約の設定そのものは一

般的に設定改変は４分の３でいいとしても、団地の中の団地管理規約の設定についての各棟要件と

いうのは、例えばこれも４分の３ではなくて５分の３くらいに緩和するとか、そういう形でできな

いかなと。そうすると、団地の建替えは、よりやりやすくなるかなという思いは持っております。 

○福井主査 棟ごとの管理規約の問題は、団地のときにだけ発生すると考えればよろしいですか。

実際上、単体のマンションでは余り問題にならないと考えてよろしいですか。 

○村辻弁護士 はい。 

○福井主査 例えば５分の４議決をクリアしても、何らかの形で規約改正が一般的に必要だという

わけではないわけですか。団地管理規約の不存在の場合にだけ問題になるというふうに考えればよ

ろしいですか。 

○村辻弁護士 そうです。団地管理規約としてのものがない。法的に団地管理規約と評価すること

ができないという規約しかない場合にだけ問題になる。区分所有法のところで、規制緩和の視点か

らというふうに私が日常よく思いますのはそんなところでございます。 

 あとは円滑化法のところでございますけれども、これは３つほど日ごろよく思います。１つは、

そもそも円滑化法の在り方とか、その辺りに関係するんですが、建替え決議が成立しました。そう

すると、事業のやり方としては等価交換契約でやっていく方法と、円滑化法の適用を受けて権利変

換でやっていく方法がございます。それで、円滑化法はやはり強制的な権利変換を認めるものなの

で手続きがきっちりしておりますし、相当ボリュームのある内容になっている。 

 実務についている人間からすると、等価交換契約の方が簡単なわけでございますね。等価交換契

約ですと、デベロッパーと地権者との間で等価交換契約さえすれば、一たんそれで権利がすべてデ

ベロッパーにいくので自由にできる。そして、区分所有者は逆に言うと契約をして明け渡したら、

あとはもう気楽で何もしなくていいという状況になるので、皆さんがそういう方向でスムーズに等

価交換契約をしてくれるというケースについては、むしろ等価交換方式でやる方が楽ということに

なります。 

 ところが、等価交換方式でやったときに、例えば全体で 100 人いる。建替え決議には皆、賛成し

た。あるいは、反対の人は売渡し請求で場外に行っていただいた。あとは建替え賛成者だけ、建替

え参加者だけとなっても、そこでたった１人の人が等価交換契約を締結しないということになると、

これは契約の締結を強制することができないですから、区分所有法の 64 条に、建替え決議が成立す

ればその決議の内容に従って建替えをやりましょうねという合意をしたものとみなすという規定は

ございますけれども、かと言って現実に等価交換をやるためには契約が必要で、区分所有法はその

等価交換まで合意ができたんだ、等価交換契約ができたんだというみなしまではしておりません。

そうすると、たった１人の方が反対するともうできないという状況になってしまう。非常にリスキ
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ーな状況になります。 

 そういうリスクをヘッジしたいということであれば、これは円滑化法の適用でいくしかない。と

ころが、円滑化法の適用を受けるということになりますと非常にボリュームがあって、なおかつ本

来多くの地権者は自分が主役になって何でもかんでもやりたいというのではなくて、できるだけ楽

にやりたい。本音を言うと、そういうところがございます。 

 そういう中で、この厳格な円滑化法の適用というのは、実務上は負担になることはなる。でも、

強制的な権利変換ということになるとやはり一定の厳格性は必要になってくるので、円滑化法の制

定過程ではそういうことを御配慮になって今のものができていると思いますので、そこをどうする

か。 

 私どもからしますと、マンション建替えは社会的な有用性というものを私は非常に感じておりま

すので日常やっているわけですが、しょせんと言ったらあれですけれども、民の中の小さな部分社

会のことである。そうすると、強制的な権利変換と言っても、もう少し円滑化法の内容と、それか

ら実際の運用と双方を緩和できないか。例えば、組合の設立認可一つでも縦覧期間を設けて関係者

に意見陳述の機会を設けるという形がある。これが再開発というのであれば公共性が高いのでそう

いう必要もあろうかと思うんですが、それが団地にせよ、民間のマンションの部分社会の中のこと

なのに、縦覧とか、関係者の意見陳述の機会とか、そこまで保障する必要があるのかどうか。それ

から、定款あるいは事業計画の中身も、現行の円滑化法ほどに厳しい内容にしておく必要があるの

だろうかというところは、多少どうなのかという思いはございます。 

 私ばかりしゃべってもあれなので、あとは簡単に申しますと、今のがそういうことで、そもそも

等価交換でいく方が楽なんだけれども、リスキーなので円滑化法、でも円滑化法はなかなか負担が

重い。したがって、それをもう少し緩和していただけないだろうか。これが１点目です。 

 ２点目は借家人同意の問題でございまして、円滑化法では権利変換のときに借家人の同意がやは

り不可欠です。それは、借地借家法との関係などで致し方なかったんだという御説明を立法担当者

の方からもちょうだいしましたし、それはよくわかるところなんですが、これが非常に重い。それ

で、まだ期間の定めのない借家権でしたら解約の申入れをして６か月でおしまいで、そのときに正

当事由があるかないか、建替え決議が成立していると裁判所としては正当事由を認める方向で、実

際にはほとんどのケースは認めると思いますので余り心配はないかもしれません。 

 しかしながら、長期賃貸借、長期と言いましても期間の定めのない賃貸借に比較しての長期と申

しているのですけれども、３年とか５年とかという賃貸借があれば、その間は絶対に解約ができな

い。絶対解約ができないというふうに保障されますので、たまたまそういう借家人が権利変換に同

意をしないということになりますと、事業はそこで頓挫する。 

 実務上、今まではどうしているかというと、すべて借家人と交渉して立退き料をお支払いして出

てもらっているというのが実情ですし、今までのところはそれでうまくいっております。しかしな

がら、非常にうるさい借家人さん、あるいは悪意を持った借家人さんが架空の借家権ではなくて本

当の借家権で長年住んでいて、おれはここから出ていかないぞと言われてしまうと、それは非常に

大きな負担になってしまう。 
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 私は、個人的には円滑化法で権利変換計画について同意をしない借家人については、借家権消滅

請求制度みたいなものを設けられないものかと前々から思っております。当然応分の保証金は必要

ですし、明渡しの期間も要る。借家権より本来権利が大きいはずの区分所有者に対しても売渡し請

求ができる、強制的に、ある意味、排除ができる、そういう中で借家人さんは一切排除できないと

いうのはいかがなものなのか。戦中戦後と違って、今は借家も余っているような状況ですし、ここ

は何とかならないのかなということです。 

 ３番目は、よく言われている抵当権の移行措置のところでございますけれども、損害を与えない

ようにする措置を講じなければならない。その中身がマンション再生協議会の法的課題検討会で戎

先生とも何度もお話をしましたけれども、今のところ適当な解決策がない。つまり、保険制度でも

あればいいんですけれども、そこはいかがなものなのか。むしろもうちょっとドラスティックに抵

当権は新しいものに移行するんだとか、できないかとか、難しい問題です。そんなことを日常、考

えております。 

 長時間になってしまいましてすみません。 

○福井主査 ありがとうございました。それでは、戎先生よろしくお願いいたします。 

○戎弁護士 かなりの部分は村辻先生が述べられたんですけれども、まず単棟型のマンションです。

規制緩和の関係から言いますと、37 年法の下で全員一致であった建替えが 58 年法で初めて５分の

４という、要するに全員一致ではない多数決（特別多数決）ということでできるようになったわけ

です。しかし、単純な議決要件ではなく「費用の過分性」という客観的要件プラス５分の４という

議決要件が定められていたために、不明確な客観的要件自体が紛争要因になってしまい、その解釈

をめぐって阪神・淡路大震災の際に訴訟が多発しました。それではいけないという観点から、平成

14年に客観的要件を削除して５分の４以上という単純な議決権要件のみで建替えができるようにし

たわけですね。そこで、この５分の４という議決要件をより緩和することが必要なのかどうかとい

うことですけれども、客観的要件を削除しただけで相当有用な制度にはなっています。というのは、

５分の４以上の賛成がある場合に「費用の過分性がない」ということで訴訟をするというようなこ

とは現在ではできません。手続の瑕疵に気を付けつつ 80％以上取ればいいということになっていま

すから、その限りでは無意味に長くかかる、費用が過分かどうかの立証のため原被告双方が修繕費

用についての業者の見積書を出し合うなどという無内容な訴訟が展開されるということはなくなっ

てはいるんですね。 

 ただ、それでも、５分の４以上というのはハードルが高いだろう。これを緩和するともう少し建

替えが進むんじゃないかということになるわけですけれども、先ほど村辻先生もおっしゃられたん

ですが、実務的な感覚だと、確かにこれが４分の３以上になればある意味で楽は楽なんですが、反

面、これを緩和して、例えば過半数で可決できるとした場合には、例えばデベロッパーが建替えに

入る前に売渡し請求で半分も買い取らないといけない。そういうお金をその時点で用意しておかな

いといけないというようなことにもなるわけですが、それはやはり大変だという事業者サイドの声

があります。余りにたくさんの売渡し請求対象者を抱えるのは事業面でノーということです。それ

から、現実にはやはり５分の４ぎりぎりで決議をしているかというと、これまた決してそうではあ
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りませんで、８割で建替えをしていこうということ自体、かなり無謀に映るんです。２割に売渡し

請求することを想定しなければならないからです。やはり全員合意を目指し、でき得る限り少ない

数の反対者というところまで持っていくのでなければそもそも決議をしない。そういう意味では、

５分の４という数値自身に問題があって進まないというよりは、もっとほかのことで合意が整わな

いという方が多いのではないかという気がします。 

 それから、売渡し請求は、条文上、建替え決議に賛成しなかった者に対して、あるいは催告を受

けて賛成者に回ってこなかった者に対してということなんですけれども、これも先ほど村辻先生か

ら出ていましたが、賛成をした上で等価交換型のような事業の場合には契約を拒否するというよう

な形で「賛成せる反対者」という人たちが出てくるんですね。この者に対しての売渡し請求という

のは条文上はないわけです。一旦は賛成されていますから。ただ、これは実務の工夫で、実際上は

この人は賛成を投じているけれども、あるいは催告で賛成に回ってきたけれども、振舞いを見てい

たら実は反対者だということで、裁判所は反対者だと認定した上で賛成票を投じた者に対しする売

り渡し請求を認めたりもしてきていますから、ここは解釈で何とかなるとはいえ、円滑化法を使わ

ない手法を採用した場合には、その点はやはり現実に契約をしないなどという人が現れると、たち

まち困ったことになる。この状況は現在でも変わらないです。 

 それから、円滑化法上の課題は先ほど村辻先生のおっしゃったとおりでございまして、何より権

利変換計画への借家人の同意権ですね。これが、抵当権者等の担保権者の同意見と違って一切の例

外がない。絶対的な同意権なんですね。国連五大国の拒否権みたいなもので「同意しない」と言わ

れてしまえば終わりという話で、担保権者などとは異なり、同意を取れない相当の理由があって損

害を与えない措置を講じておれば同意を得なくてよいということにはならないわけです。しかし、

果たしてそこまで借家権に強い権利保障を与える必要があるのか。というのは、補償金をもらって

転出するか、あるいは存続する再建後の建物の部屋に新しく借家権が移行していくか、どちらにし

てもそれだけで既に保護されているんですね。それ以上に、事業（権利変換）計画そのものへの同

意権を与える必要まであるのか、そもそもどうなのかという議論があると思います。 

 ただ、都市再開発法でも同じような規定があって、より公共性の高い事業での借家権ですら同意

権というような格好で保護している。そうすると、より公共性の低いマンション建替え事業で、再

開発のレベル以下に借家権の保護を下げられるのかという立法上の議論があります。おそらくは再

開発よりも保護のレベルを下げる理由を見出せなかったため、マンション建替え円滑化法の場合も

借家権の保護が再開発の場合と同じような形で残ったのだろうと思います。しかし、実際にはどう

かというと、所有者は反対しても売渡し請求で強制的に所有権を失うという話になっていくわけで

すが、借家人が絶対の拒否権を持っているということになりますと、自分は建替えには反対だとい

う区分所有者は、自分は反対しても５分の４以上取られたら売渡し請求を受けておしまいですから、

借家人を入れて借家人に反対をさせればいいわけですね。円滑化法を使う建替えを計画しているこ

とがわかっていれば、そういうような作戦で建替えを阻止することもできるわけです。そういうよ

うなことをやられると、かなりしんどい話になってくるんですね。先ほど借家権の内容によっては

解約申入れが許されれば権利を解消できるわけですけれども、ただ、それとても裁判を待たなけれ



 13 

ばだめかもしれないわけです。私は、借家権ははっきりと保護しすぎだという感じを持っています。 

○福井主査 円滑化法を使わない場合、借家の期間中途で建替え決議になった場合の処理というも

のには何か関係しますか。 

○戎弁護士 円滑化を使わなければ結局、先ほど言ったように正当事由の問題が出てくるわけです

ね。借家権の解約申入れ云々です。 

○福井主査 期間途中の正当事由というふうに理解すればいいんですか。 

○戎弁護士 期間途中というのは先ほど言ったように、そもそもその借家契約がいわゆる定期借家

のようなきちんとした期間を持った通常の期間の定めある借家契約なのか、それとも期限の定めの

ない借家契約なのか。そういった契約の性質によって先ほど村辻先生のおっしゃったように変わっ

てきます。 

○福井主査 普通借家の３年契約があって、１年目くらいで建替え決議があったとしますね。それ

は、どういうふうに処理されるんですか。円滑化法ではなくて普通の単体の建替え決議だけがあっ

た場合は。 

○戎弁護士 建替え決議があったというだけでは、別に何もないわけです。建替え決議自体は借家

人を何ら拘束するものではありませんから。何とか合意で出て行ってもらおうとすることになりま

すが、合意による解約ができなければ、正当事由がないと判断されると更新拒絶はできません。や

っかいなのは、法律的には、建替え決議の存在自体で直ちに正当事由を満たすわけではないという

解釈が一般的だという点です。 

○福井主査 ３年期間の普通借家の１年目での建替え決議で、建替え決議直後に明渡し請求すると

いうのは。 

○戎弁護士 ３年と完全に定期で契約していたら、２年間は法的に請求できないです。 

○福井主査 正当事由は、一旦まがりなりにも決めた期間が終了しないと絶対に正当事由の問題に

はならないということですか。 

○戎弁護士 はい。要するに、更新をしないということについて正当事由とはしないです。 

○福井主査 例えばぼんやりした大家が当初の期間を 20 年とかで普通借家を決めてしまっていた

ら、20 年間は借家人が嫌だという限り、何があってもマンション建替えはできないんですね。 

○戎弁護士 20 年にする人はいないからいいんですけれども、理論上はそういうような話になりま

すすね。 

○福井主査 結構恐ろしい話ですね。 

○戎弁護士 そうです。だから２年くらいずつで契約はしているはずなんですけれども。 

○村辻弁護士 従来はそういうことで２年くらいというのが普通の住居系の借家では多うございま

したけれども、定期借家の制度ができてむしろ延ばすケースはあると。 

○福井主査 定期借家で延ばしたとしても、大家との関係ではそれでいいかもしれないけれども、

大家と借家人の利害を超える棟全体とか団地全体の利害に関するときに、そこだけは絶対だという

のはバランスが悪いということですね。確かにそのとおりですね。 

○戎弁護士 いずれにしても円滑化を使う、使わないにかかわらず借家権の問題というのは依然と
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して大きいし、この部分に関しては実は全然手当てされていないわけですね。平成 14 年の区分所有

法改正の際にも。 

○福井主査 平成 14 年のときには議論はありませんでしたか。 

○戎弁護士 正確ではないかもしれませんが、検討課題に一瞬なったけれども、借地借家法制もあ

るのでということで区分所有法の中に書き込むことではないという形で結局落ちてしまったと理解

しています。 

○村辻弁護士 立法過程に携われた方がおっしゃっていたのは、確かになったんだと。借家人がそ

ういうイニシアチブを持つようなことはいけないんじゃないかと。ただ、今のこの状態の中で国会

にそれを出しても、とてもじゃないけれども認められないだろう。つまり、先生がおっしゃった借

地借家法制全体に関わる問題なので、時期尚早で借家権問題はそのままいくしかないと。 

○福井主査 所有者より借家人の方の権利が強いというのはおかしいですね。それは、マンション

に住んでいる人から見れば切実な問題ですね。１人の借家人のせいで命を奪われるかもしれないと

いうことですから。 

○戎弁護士 多数の区分所有者の財産権行使に対して１人の借家人がブレーキをかけられることに

なります。 

○福井主査 自己抑制し過ぎましたね。あのころは国土省、建設省が法務省と一緒にやっていまし

たが、橋本さんはいらっしゃらなかったんですか。 

○橋本課長 私はそのころは……。 

○福井主査 私は勉強に多少参加していたけれども、そういう細かい議論は覚えていないですね。 

○戎弁護士 平成 14 年の改正のころでしょうか。 

○福井主査 その前か、円滑化法をつくったころですね。 

○戎弁護士 14 年ですね。ただ、もともと借地借家法にしても、区分所有法にしても完全に法務省

オンリーの所管事項なんです。国交省さんのマターではなかったのです。したがって、本来この改

正も法務委員会にかかるはずなんです。ところが、司法制度改革の関係で法務委員会が手一杯だっ

たことと円滑化法の一部改正もあるということで区分所有法の改正も国土交通委員会で審議するこ

とになったんです。そこで、後で言いますけれども、その段階で突如 70 条が付け加わってしまった

のでちょっと問題が起きているという話です。 

○福井主査 円滑化法の制定が 14 年ですね。過分費用要件が取れたのはもうちょっと後ではなかっ

たですか。 

○戎弁護士 同じ年の年末です。 

○福井主査 円滑化法の直後でしたけれども、同時じゃないですね。 

○戎弁護士 円滑化法は平成 14 年に制定されて、平成 14 年に改正されているんです。６月と 12 月

です。 

○橋本課長 だから、別の国会ですね。 

○福井主査 何で改正したのでしたか。 

○戎弁護士 70 条の団地建替て制度が区分所有法で取り入れられたので、団地建替えに関する規定
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が円滑化法に入ったんです。 

○福井主査 建替え決議が変わっているところは、別に円滑化法には影響しないわけですね。そこ

はそのまま引っ張ってきているから。 

○戎弁護士 そのままです。 

○福井主査 14 年の夏から年末にかけて、過分費用のところは直したですね。 

○戎弁護士 そうです。それで、年末に通ったんです。 

○福井主査 それで、その直前に円滑化法は通っていた。だけど、そのときには借家人の議論はよ

けて通ってしまっているということですね。ただ、円滑化法だけでなければ、区分所有法でも共通

する問題ですね。要するに、期間途上の借家権は絶対的だという点では同じことですね。 

○戎弁護士 借地借家法制があるので借家権をどうするかという問題は、建替え法制の中だけでな

く、借地借家法も含めた全体の中で扱わないとだめだろうというのが見送られている大きな理由だ

と思います。 

○福井主査 ただ、それは大家からの申入れの解約権の強弱の問題ではないから、所有権に対する

制約と借家権に対する公共的制約をどういうふうにバランスさせるのかということから別途考えて

差し支えない問題ですね。 

○戎弁護士 ええ。円滑化法の中にも行政庁の建替え勧告が認められる危険・有害マンションまで

いきますと、借家権に正当事由の適用なしというのは書いてあるんです。そこまでいくとですね。 

○福井主査 その場合も期限が長く、20 年で仮に設定されていたら、危険有害でもその間は絶対で

すね。それはやはりおかしいですね。 

○戎弁護士 ただ、あちらの場合にはいろいろな転出のための保護とバーター（居住安定化計画の

策定と引き換え）ですから。 

○福井主査 再開発はちょっと違うのかもしれませんが、土地収用の場合などは借家人の権利は非

常に弱いんです。収用の場合は、基本的には移転費用を算出するときに借家人の、要するに権利保

障ではなくて移転費用なり通常に生じる損失の一環としてもらえるだけで、しかもその正当事由の

対価としての立退き料などよりはるかに安い。用対連基準などでもせいぜい数か月分で、収用があ

ったときにはまさに財産権の公共的制約に簡単に服する建て前になっているわけです。それと比べ

てもマンション建替えの場合はバランスが悪いというのは、実は過分費用要件のときにも多少そう

いう議論がありました。 

○戎弁護士 マンション建替え事業というのは公共性が低い。個人が個人の住宅をやり換えている

だけだというような基本的発想だと、私権の制約を伴う思い切った制度は導入できないんです。円

滑化法をつくるときも議論をかなりしましたけれども、マンション建替えというものの公共性とい

うのは一体どの辺まであるんだろうかというそもそも論が非常に難しかったというような当時の記

憶があります。 

○福井主査 １団地 50 戸の住宅をつくるというだけの、要するに 50 戸以上入っている住宅であれ

ば、今の土地収用法でも収用権まであるんです。ということは、多数が集まって住む、特に共同住

宅というのはそれだけで公共性ありだということを、今の法令でも前提にしているのです。 
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○戎弁護士 そういうふうに公共的な性格を強く押し出せるのであれば、要するに権利を制約する

理由がそこに見出せるわけですからやりやすいんですけれども、なかなか踏み切れなかったという

のが円滑化法をつくるときもありました。 

○福井主査 多分、うんと詰めた議論というよりは、そこまで詰めるのが面倒だったんでしょうね。 

○戎弁護士 そこまでいっていたら、まだまだ議論しないとつくれなかったというようなことがあ

るんだと思います。 

○福井主査 ただ、少なくとも所有権という財産権とのバランスにおいて、借家権が絶対的で所有

権は買い取り請求が可能だというのは、そのいわば序列自体が明らかに矛盾しているということは

間違いなく言えそうですね。 

○戎弁護士 そうですね。それから、少々話が変わって恐縮ですが、危険・有害マンションには建

替え勧告という制度が円滑化法上あります。しかし、勧告には何の効力もありませんし、そもそも

円滑化法というのは建替え決議が自発的になされるというところが前提なんです。それに接ぎ木す

るような格好で円滑化法が出てくるわけですけれども、そうすると危険有害であるにもかかわらず、

勧告もしたけれども、建替えが「た」の字も始まらない。では、例えば耐震補強の方向で何とかな

るかと言ったらそちらもまとまらないということで、結局何もなされないままの危険有害マンショ

ンが残るというおそれも現行法上はあり得るわけです。今後いろいろな建替えがありますけれども、

そういった危険・有害のレベルまで達したようなひどいマンションの更新というようなことには今

のところ法がないんですね。大抵、例えば高齢化して、建替え決議をしろと言っても、やる気もな

ければやる力もない、そういうようなマンションになっていることも多いわけで、そういったこと

のへの手当ても必要ではないかなと思います。 

 それから団地なのですが、こちらは問題山積です。団地に関して整理しますと、団地が団地の建

替えのことを決定できる仕組みというのが平成 14 年に初めてできたんです。団地のことなのに団地

管理組合は団地内の建物の建替えについて何がしかを決定できるいかなる権限も昭和 58 年法の下

では持っていなかったわけです。58 年法に書かれている団地建替えの原則は、建替えは棟ごとでや

るんだ、ということだけです。他の棟との調整をどうするのかといった規定はありませんでした。

だから、村辻先生からご紹介があったように、全体でやろうと思っても全体でそれを決めるという

こと自体は許されなくて、各棟で同じものをやるということでかろうじて乗り切ってきた。 

 平成 14 年に初めて団地が団地の建替えについて意思決定ができるという仕組みができました。そ

れは２つあって、１つはある棟を建替えるときにその残った棟も含めた団地がその建替えに承認を

する。その承認をするという意味で団地内の建替えに関して意思決定できるという仕組み、これが

69 条の建替え承認決議です。もう一つは、それを超えて団地自身が団地の中の建物を建替えるとい

うことを決められる制度が 70 条の一括建替え決議という形で初めて創設されたわけです。 

 ところが、69 条というのは先ほどの話もあったように非常に使いづらい。もともと 69 条という

のは阪神・淡路大震災のときにあったように、例えば、10 棟のうちの２棟とかだけがつぶれて、そ

れを建替えるときのルールが何もないのは不都合だというところから出発しているわけです。建替

え棟だけが団地全体の容積率を一人食いしないように、この程度だったら皆さんでいいですねと承
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認を申請してその範囲内でやって建替えるというように機能する仕組みなんです。 

 先ほど福井先生から、例えば一括建替え決議ができない。１棟だけ３分の２が達成できない。そ

の棟を残してほかは全部やれないのかという御質問がありましたけれども、一括建替え決議という

のは１棟でも残したらもうできないので、つまり１棟残して残りだけの一括建替え決議というのは

あり得ませんから、その場合にはもはや 69 条でやるしかないわけですね。建替え棟が全て個別に６

２条の決議をして、その後、反対棟を含む団地全体でその計画への承認決議をする方法です。 

 69 条でやると言っても、例えばその棟だけを残してほかの棟の人たちだけで建替え棟だけに有利

に、例えば余剰容積率をほとんど食ってしまう。そのために残った棟の建替えが将来できない。例

えば、余剰容積率を全部食ってしまったとします。あるいは、そうではなくてもちょうど北側の端

の規制の多い区域だけが残って、単体ではもはや建替えができないというようなケースになります

と、ある棟の将来の建替えに特別影響のある場合にはその棟の承諾、承認が必要だという条文にな

っていますから、そういう意味で反対されると、承認決議をしたとしても残りの棟だけでいいよう

な計画というのはなかなかできないんです。そういう意味で計画上の限界がある。 

 それから、やはり団地空間の再有効利用にはならないんですね。今ある団地の余剰容積率を公平

に配分しながらやるというようなことは、建替え計画の自由度が一括建替え、全部壊して全部建て

るということに比べればやはり落ちてしまうんですね。そういうことで、69 条を繰り返しながら全

部の棟を仮に建替えるとしても、それほど魅力のある建替えにはならないのではないかという話が

あります。 

 そこで 70 条なのですが、70 条で沿革上の問題でいつも言われるのは出自が怪しいということで

す。法務省が 70 条に対してものすごく冷たいのは、この出自の怪しさ、というより憤慨が理由です。

というのは、法制審議会での区分所有法の改正に関する答申には団地内の建物全部を団地の決定で

建替えられるというような制度は入っていなかったのです。検討されなかったというにとどまらず、

そんな制度は法律上難しいということで見送られたんです。団地が団地内の建物について承認する

という仕組みまではまだいいんです。ある棟が決めた建替えを承認するというのはまだ法務省的に

許せるので答申に含まれていたわけですが、棟の建替えを団地が決定できるというようなことは法

務官僚的な頭だと、つまり私法的には、非常に難しい。そういうこともあって、団地内建物の一括

建替えというのはやはり難しいということでほとんど検討されることなく見送られたままだったん

です。それが法務委員会ではなく国土交通委員会に係属したがために、そこで議員立法的に付け加

わって、それで初めてできたわけで、法務省としては余り認めたくなかったというような経緯があ

るんです。無理だという当初の説明をできるのだと１８０度変更して説明しなければならなかった

わけですから参事官も大変だっただろうと思います。70 条がうしてできたわけですけれども、どう

して 70 条が法務省的にいけないかというと、さっきもちょっと話が出ていましたが、建物という共

有物の建替えというのは共有物の処分だから全員一致が原則で原則は５分の５であるところ、区分

所有法は団体の集会での５分の４以上の賛成に緩和をした。でも、それはその建物が全員の共有物

だという前提があるわけです。もともと５分の５でも無理なものを緩和するということはできない

ということです。団地の中の建物についていえば、建物は建物の区分所有者のみの共有物であって
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他の棟も含めた団地建物所有者全員の共有物ではない。土地（団地敷地）はそうであったとしても、

各棟建物は全員の共有物ではないから、そもそも団地の５分の５で壊せるということも本来ないん

です。それぞれの棟の５分の５はいいんですけれども。 

○福井主査 棟の共有部分はだれの持ち物になっていることが多いんですか。 

○戎弁護士 棟の共有部分は、棟の区分所有者の共有物です。 

○福井主査 それを団地全体でやることは、普通はないんですか。 

○戎弁護士 団地全体での一括管理の対象にはできますが、あくまで管理レベルの話です。共有者

の範囲が棟を越えることはありません。団地タイプの国交省標準管理規約が団地修繕積立金と棟別

修繕積立金に分けて二元化しているのはそういう意味なんです。要するに、団地全体の共有物では

ないから 65 条の団体が建替えをするかしないを決められるはずがないじゃないかというのが一番

大きかったんですね。ただ、70 条を見ますとどんな団地でも使えるわけではない。さっきからいろ

いろな話が出ていましたけれども、１つは土地が全員の共有でないといけないということです。 

 だから、例えば４棟が並んでいて棟別に敷地を持つ団地があるとします。こんな４棟の団地は一

括して建替えできないわけで、同一計画で同時に棟別建替えをやることは可能でしょうけれども、

一括してやるということはできなくなってしまうんです。もう一つは全部が区分所有建物であると

いうことですね。だから、団地の中の建物にが１つでも区分所有建物でない建物があればもはや一

括建て替えはできない。例えば、団地内に単独所有の賃貸棟などというものがあるとジ･エンドです。

全ての建物が区分所有建物であるということが必要です。 

 最後に、全ての建物が区分所有建物であっても、その建物の管理を団地が任されている場合でな

いといけない。先ほど村辻先生が、棟で決めなければいけないという規約があるとおっしゃったの

はそのようにするための団地規約の話です。本来、棟の管理権というのは棟が持っているんです。

それを団地が取り上げるので、だから団地全体の決議だけでは取り上げられなくて、棟も４分の３

以上で同意していないといけないんです。州の権限を連邦が取り上げるので、州の４分の３が要る

という意味です。そういう規約が整備された団地に限ってのみ一括建替えが許されます。 

○福井主査 ３分の２ではなくて、４分の３ですか。 

○戎弁護士 はい。棟ごとに４分の３以上です。このような３つの要件を満たした団地でなかった

ら一括建替えはできないということで、団地管理の対象物にすべての区分所有建物がなっていると

いう部分の規約が整備されていない団地も結構あるんじゃないですかというような御指摘があった

わけです。 

 そうすると、団地の中でもテラスハウス型団地などというのも一括建替えができません。テラス

ハウス風の団地というのはもともと絶対許されない。それから、単独所有の賃貸棟があるようなも

のも許されないことになります。そもそも入り口がそういうことである上に、更にさっき言った棟

ごとに３分の２という縛りがありまして、これは意外と全体の５分の４よりも実務的には厳しいと

いう感じで、村辻先生も多分そうだと思うんですけれども、この棟別要件の方が怖いんです。８戸

とか 10 戸の棟からなる団地もありますから、だれかアジテーターみたいな人がいて、あっという間

にある棟だけが反対に回ってしまうということが大いにあり得るということです。 
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 これも、極端に 300 戸のタワー棟と２戸くらいの小さな区分所有建物からなるような団地だと、

300 戸の方は全員一致でも、２戸のテラスハウス棟の１人が反対だったらもうお終いで、全体では

できないです。 

○福井主査 テラスハウスは、土地が共有のケースは余りないんですか。 

○戎弁護士 テラスハウスの多くは敷地が分有されています。ですから、70 条の要件を満たさない

団地であることの方が多いです。自分の単独所有地の上に乗っていて、回りの土地が共有地だった

りしますから。昔の公団さんや公社さんが分譲した団地にはテラスハウスタイプの団地が結構あり

ます。そういうものは 70 条では救えないというようなことになるんですね。 

 何が本質的な問題かといいますと、結局、団地の建替えというのは建物の管理だとか土地の管理

を超える問題なのです。一団地認定を考えると一番はっきりしますけれども、団地は団地空間を共

有しているんです。そしてその空間の共有主体は団地です。団地の建替えというのはこの団地空間

の再利用、やりかえのはずなんです。そうだとすると、団地全体の建替えというのは団地管理組合

にこそ権限があってしかるべきなんじゃないかということです。個別の管理権はもちろん団地が奪

うこともできるわけですけれども、建替えになったら団地の方が本来の権限を持つべきではないか

と思うわけです。 

○福井主査 今の共有敷地の中に区画別所有のテラスハウスが混じっているような場合の後ろの方

も含めて団地という意味でおっしゃっておられるんですか。今の戎先生の団地管理組合の概念なん

ですけれども。 

○戎弁護士 もともと団地管理組合というのはまさしく敷地か、土地か、あるいは全員で共有して

いるような設備とか、そういうものだけが原則的な管理対象物なんですね。さっき先生のおっしゃ

ったように棟というのは管理対象物ではないんです。でも、規約を定めることによって棟も団地の

管理対象物にはできるという法律上の位置付けなんです。 

 そこまできた団地は一括建替え決議をしてもいいというのが現在の区分所有法の規定なんですけ

れども、何が言いたいかというと、現在の区分所有法には団地が決定できる事項が余りに限られて

いるのではないかということです。 

 まず第１に、一括建替えしか許されないんです。団地が自ら決定できる建替えはそれだけです。

１棟だけ残して、あるいは数棟は残して、残りの棟は建替える。それで、こちらの方の土地は、あ

る棟はつぶしてしまうだけで土地にして、これを保有地として例えば売却して資金に充てるとか、

そういったことが団地で決定できないんです。団地で決められるのは、全部壊して全部建替えると

いうことだけなんです。 

○福井主査 残すこと自体、許されないわけですか。 

○戎弁護士 団地の決議では許されないです。一括建替え決議というのは、全部壊して全部建替え

るという内容以外に決められないんです。だから、１棟残そうと思えば、残りのすべての棟で５分

の４でやるか、あるいは承認決議をうまくやりながらというような話になって、非常に難しくなっ

てしまうんですね。そうしますと、例えば自分はここで残りたい。建替えるのに、例えばここに死

ぬまで住みたいというような人がいたときに、この人は反対者になって売渡請求を受けて出て行か



 20 

ざるを得なくなるか、あるいはそういう人が５分の１を超えていたら全体の建替えができなくなる

か、どちらかなんです。仮に、この団地にいられたら、例えばあちらの棟に移ってもいいよという

ような話があれば、残る人だけをある棟に集めて、この３棟あるいは２棟は残しましょう。残りは

建替えましょう、ここは土地にして売っちゃいましょうというようなことができる建替えだったら

反対しない、残るという建替えだったら、逆に賛成する。しかし、そういう建替え計画の自由度が

今のところ全くないんです。この自由度がないがゆえに、実は団地の再生というか、なかなかまと

まらないんです。５分の４とかという数字云々よりは、まさしく硬直的だから全部壊して全部つく

るということ以外に決めてはいけないということになっているので、これの方が問題だと思うんで

す。 

 団地再生決議というような制度を創設して、そういう決議を区分所有法上できるようにすれば、

一括建替えというのはその団地再生決議の一つのバリエーションにすぎなくなります。団地再生計

画を決議して、その上に更にそれを権利変換の仕組みを備えた再生事業法を接ぎ木していくという

ことにしないと、大規模団地の再生更新というのは難しいと思うんです。少なくともメニューとし

て必要だと思います。第一、規模によっては一括建替えという手法がいいのかどうか。仮住まい１

つ取ってもなかなか難しいですし、全部壊して全部建替えというのが合理的な場合ばかりとは限ら

ないですね。そうだとすると今、言ったような仕組みがないのは、やはりどうなのかと思います。 

 再開発法だったらできるんでしょうけれども、しかしどんな場合にもそれをかけられるだけの公

共性などがあるかという問題もありますし、先ほど先生がおっしゃったようにマンション建替え、

特に団地の再生などというのはそれ自体公共性が極めて高いということになれば同じような自由度

を付与するというようなことは大いに合理性があるのではないかと思うんです。 

 それから、団地建替えをめぐる円滑化法上の問題ですけれども、円滑化法は基本的に１棟単位の

マンション建替えを前提としてつくったので、区分所有法の 70 条ができた後の改正でも棟毎ではな

く全体で一つの組合をつくれますよという程度の規定しか整備されなかったんです。初めから団地

を大規模に再生していく、建替えていくというようなことを想定して円滑化法自体がつくられてい

ないので、ちょっと使い勝手の悪いところがあります。 

 まず１つ、よく言うのは工区制が欲しいということです。二種再開発事業みたいな工区制ですが、

団地建替えは何年にもわたることも当然あるわけです。ところが今は一発の権利変換ですから、１

期、２期、３期、４期と一応事業上は分けても、１期が完成したところで権利変換は終わりません

し清算もできない。２年後、３年後に全部の第４期の事業が終わるまで清算には入れないというこ

とです。もちろん途中、途中で登記ができれば融資が絡められますから分譲その他の処理はできる

んでしょうけれども（これは実務上可能です）、しかし、権利変換として終わらずに清算行為も許さ

れないということは変わらないです。現在では工区ごとの権利変換の計画策定はできません。 

 それから、それに合わせてそういう事業を可能にしようと思ったときに施工者によって土地の分

有化ができないんです。分有化というのは、全部の共有地の上にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄという４つの棟が

建っていた団地を建て替えて、Ａ棟の下の敷地はＡ棟の区分所有者の共有だけ、Ｂ棟の敷地はＢ棟

と、要するに全体共有からそれぞれの棟の分有にしてしまうということです。これは円滑化法云々
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の今のところの外です。だから、全員一致でとにかく全員同意でやらないといけないという話にな

って、施工者としてそういうことが許されない。事業計画上、定められない。そうなりますと、や

はりそういう意味でももう少し自由度を上げるような円滑化法であってほしいと思います。 

 それから、さっき言いましたけれども、区分所有法上の団地再生決議なるものはありません。全

部壊して全部つくるしかないので、要するに建替えとか改修、存置するということもミックスした

ような団地の再生ということ、そういう計画を円滑化法に乗せるという道がありません。区分所有

法もそうだし、円滑化法上もないということです。 

 施行再建マンションだけが権利変換の対象のように円滑化法は書かれていますから、そうすると

移築だとか増築、改築などという権利変換はできないということになってしまいますから、ここを

再開発法と同じようにもう少し権利変換の対象を広げる。その前提として、そういう再生事業まで

やれるような円滑化法であるべきだと思います。 

 区分所有を改正して、再生決議と呼ぶかどうかは別として、そういうような決議が団地の場合に

はあった方がいい。そのことによって、団地の再生の計画の自由度をもっと高めるべきではないか

ということ。それから、円滑化法を改正して権利変換の対象を再開発等に準じて広げて、それに見

合うような権利変換制度を整備する。その中で今、任意の交換しかできませんけれども、住戸の交

換なども、例えば残す棟に人を集める際にはそういったことが変換の中でできればいいですし、そ

ういったことも可能にするような仕組みがこれから大規模に団地を再生していくにはどうしても必

要なんじゃないかと思います。 

 最後に、ほかの公法上のいろいろな手続きとの連動ですね。一団地認定の取消しだとか、変更だ

とか、いろいろあります。それから、開発がかかるときには事前の条例の協議とかいろいろありま

す。道路の付け替えとか、すべて行政の届出とか許可とか、いろいろなことをやらないと団地の建

替えというのはなかなかできない場合もあります。それがまた全員同意などという話になっている

ようなことがあって、実はそういった手続きと円滑化法上の手続きとが何も書いていないわけです。

ですから、行政庁によってはまずこの事前協議の全員同意を取ってこいとか、この手続きをこのと

きまでにやれとか、そうでなかったら建替え組合の認可をしないというような話になりますともの

すごく遅れてしまったりすることがある。 

 それは、それぞれ行政庁による取扱いも違うでしょうし、その辺りがどうもまだ全然整理されて

いなくて、デベロッパー的に言ってもやりにくいことこの上ない。そんな時期までに全部手続きは

終わりません。だから、まず建替え組合の認可をしてください。そうしないと、例えば建替え組合

から売渡請求をするにしても、建替え決議から１年以内ですし、認可公告から２か月以内というの

があるんですが、それを超えてしまったら売渡請求を組合がすることはできなくなってしまう。 

 ところが、もたもたしていて認可が遅れるケースが結構あるんです。こういうことのほかの手続

きとの連動というようなことも、これは立法の話ではないのかもしれませんけれども、何らかの住

宅か何かがあって、全体としてうまく円滑化法に基づく建替えスケジュールにきちんと当てはまっ

ていくように、それぞれ周辺の手続きなどもぴったり当てはまるような格好で運用されればいいの

にと思います。 
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○福井主査 例えば、遅れるとか、あるいは難しいことを言われやすいような典型的な手続きとい

うのはありますか。 

○戎弁護士 例えば、一団地認定の再認定などは本当に厳格に全員同意というふうに言われると、

結構苦しい場合があります。あれも売渡請求をして反対者はこちらに例えば土地の所有権がきたか

ら、こちらが同意していたらいいんだよというようなことで認めてくれるところはいいんです。 

 しかし、そうは言っても対抗要件を満たしていないから、あなたの所有権を認めるわけにはいか

ないと言われてしまうと、これまた難しくて、その辺りは非常に問題になることもあるんです。弁

護士の意見書か何かでいろいろ乗り切ったりもしているんですけれども、ただ、やはり全員同意と

書かれているとしゃくし定規で言われたら、反対者からも判子をもらって来いというような話を言

うわけです。 

○福井主査 それは基準法の一団地認定ですか。 

○戎弁護士 そうです。 

○福井主査 そんなことがあるんですか。 

○橋本課長 全員同意なんです。これは過去にいろいろ経緯がありまして。 

○戎弁護士 再度の認定を受けたときに一括だと、恐らく全員同意と言われるんです。 

○福井主査 反対者がいなくなることになっているわけですね。将来の土地利用を決するんだった

ら管理組合として意思決定していれば、それで全員賛成だとみなせるんじゃないですか。 

○戎弁護士 ただ、反対者が反対して争っている裁判中に全員の同意書をもってこいというような

話があるんです。それは実務的には大変しんどい。 

○福井主査 それはしんどい。不可能じゃないですか。 

○戎弁護士 おっしゃるとおりまず不可能です。だから、売渡請求権、形成権が行使されて相手に

意思表示が到達しているから売買契約が成立しているので所有権はこちらに来ているから、こちら

の印鑑で全員同意になるはずだ。登記はまだ向こうだけれどもというような理屈で説得して、まぁ

いいですかねという話で認めてくれているところもあります。 

 でも、これもさっき言ったように対抗要件を満たしていないからだめだと言われてしまったら、

それはだめなわけです。 

○福井主査 対抗要件というのは、具体的にはどういう場合ですか。 

○戎弁護士 要するに、登記がこちらに来ていないから、あなたが所有者だと言ってもうちは認め

ません。まだ登記名義人である人が所有者なんだから、あの人の判子を持ってこないと全員同意に

なりませんよと言われるんです。 

○福井主査 対抗要件というのは、二重売買なりのときの問題だから関係ないですね。 

○戎弁護士 要するに、行政庁は当事者じゃないですから、売り主、買い主の間では別に登記は関

係ないですけれども、窓口にはそういううるさいことを言う人がいるんです。 

○福井主査 それは、言わせないように運用を改善すればいいんですね。 

○戎弁護士 だから、本当に売渡請求権が行使されていれば、こちらが所有地権者だということで

全員同意ということもやってほしいということです。 
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 それから、反対者だけではなくて、さっき出ていましたけれども、賛成しながら反対するという

人もいるんです。そういうのは印鑑を押さないとかというような人もいて、こういうときにも全員

同意というのがあるのは非常に困ったことだなと。これも、そこに建替え組合の団体があって、そ

の団体が例えば決議などで同意に代えるというようなことが許されれば、それはそれで非常にあり

がたい話ではあるんですけれども、全員同意という建前がある以上、かなりしんどくなる場合がど

うしてもあります。 

 最後に、純粋のマンション建替えの話ではないんですけれども、マンション建替えというのは何

も老朽化のマンション建替えだけではなくて阪神・淡路が典型ですが、大規模な災害に見舞われた

後、建替えないといけないということもあるんです。その場合、もしマンションが全部滅失までの

状態に壊れると、実は区分所有法は使えません。したがって、できるとしたら被災区分所有建物の

再建等に関する特別措置法上の再建決議だけなんです。 

 ところが、マンション再生事業には円滑化法が使えない。一部滅失までの建替え事業には使える

のにです。つまり、全部滅失してしまったマンションの建替えは全部譲渡方式、等価交換方式しか

許されなくなってしまうんです。もちろん建物部分がないからうまく権利変換に乗らないというこ

ともあると思うんですけれども、しかし、そういう災害後のマンションの再建について事業法がな

いというのも何かバランスを欠いているような気がしますし、必要性はあるわけです。そういうこ

とを考えると、マンション建替え円滑化法の中に書き込むのは少し趣旨が違うので難しいかもしれ

ませんけれども、耐震性能についての既存不適格マンションが約 100 万戸もある現状を考えると、

大地震の発生が確実なだけに絶対に必要な制度だと思います。 

 それから、団地に関する規定が特別措置法上にない。つまり、団地の中の１棟なりが全部滅失し

たようなときですね。これは条文を素直に読むと、全部の持ち分の５分の４です。それを何とか全

部滅失した棟の区分所有者の持ち分の５分の４、つまり一部滅失までのときにその棟だけで建替え

ができるように、その棟だけで決定できるようにしておかないといけませんし、70 条、69 条という

改正が区分所有法でなされて入ったわけですから、それに見合うような規定を特別措置法上もやっ

ておかないと、いざというときに、なかなか耐震補強も進みませんので、全部滅失するマンション

はあり得ると思うんです。そうなると、たちまち区分所有法自体が使えなくなりますから。 

○福井主査 区分所有法は、全部滅失したら全然だめなんですか。 

○戎弁護士 使えません。だからこそ、特別措置法を震災から１か月ちょっとですぐつくったんで

す。 

○福井主査 全部滅失すると、土地所有者の全員合意になっちゃうんですか。 

○戎弁護士 はい、区分所有建物の敷地ではなく単なる民法の共有地になってしまいますから。 

○福井主査 それは変ですね。 

○戎弁護士 変というか、建物があってこそ区分所有関係なんです。区分所有建物がなくなってし

まうと、区分所有権が消滅して区分所有者ではなくなりますから、区分所有者の共有地でなくなる

という理屈です。 

○福井主査 実質的になぜ全員合意からだんだんと多数決に変わっているかという歴史的な変遷の
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意味は、要するにある土地を共有して皆で譲り合って住む共同住宅をつくるための土地利用更新を

適切にするための仕組みとして整備されているわけです。 

 老朽化したとか、甚大な被害を受けたときには、必ずしも全員一致でなくてもちゃんと土地利用

更新ができるようにしやすくしましょう、という趣旨が制度の根底にあるわけですから、甚大な被

害の度合いがより強烈で、全部滅失してしまったときに、突如として更新がしにくくなるというの

は、制度の変遷の方向性を真っ向から否定する解釈です。 

○戎弁護士 だから、５分の４で決議できるようにしたわけです。ちなみに、制定の際の議論で民

法上の共有土地になるのだから共有物分割請求ができるけど、誰かがそれをしたら再建決議などで

きないということで共有物分割請求を 3 年間だけ許さないという規定を置いたのですが、それは憲

法違反ではないかという議論があったことを覚えています。例の森林法についての違憲判決があっ

たからです。 

○福井主査 たまたま、より壊れ度合いが強くて全部壊れたときには突如として一切更新ができな

いに近いような極度の拘束を被るというのは、誠に立法政策として不適切としか言いようがない。 

○戎弁護士 しかも、5 分の 4 以上で再建できるのは政令指定災害で壊れた場合だけで、それ以外

で壊れたら全員同意なんです。 

○福井主査 それは立法論としてナンセンスです。 

○戎弁護士 そうなんです。その当時も、全部滅失しても区分所有関係はまだ残るという解釈で区

分所有法が使えないかということも法務省さんはずっと検討されていたんですけれども、やはり無

理だということで新法をすぐつくったんです。 

○福井主査 それにしても、災害の種類を選んでもらっては困りますね。壊れるという限りでは同

じことですから。 

○戎弁護士 単発のガス爆発で全滅したら全員一致なんです。 

○福井主査 それはあり得ない。不幸という意味では同じですからね。 

○戎弁護士 一部滅失までだったら円滑化を使えるのに、全部滅失したら５分の４で再建はできる

けれども、円滑化は使わせないというのも何かバランスが悪いような気がしますし、そのことに合

理的な理由はないと思うので、何とかしていただきたいと思います。 

○福井主査 区分所有法も、区分所有建物が残っているのと同じ前提で、別に特別多数決でやらせ

ておいた方がいいということにはなるわけでしょう。円滑化法、事業法の問題だけではなくて。 

○戎弁護士 区分所有法の場合は条文上、マンションが一部滅失という法的評価を受ける状態まで

だったら区分所有法の建替え決議ができる。だから、それはそれでそのまま円滑化法に乗せられま

す。 

○福井主査 だけど、全部滅失の場合は区分所有法を使えないわけでしょう。 

○戎弁護士 使えないです。それで、特別措置法で５分の４です。 

○福井主査 全部滅失でも区分所有法の仕組みが使えるようにしてしまえば、それはそれで意味が

あるわけですね。事業法に加えてですね。 

○戎弁護士 はい。そもそも実に形式的な議論でして…。全部滅失しても、なお区分所有関係が残
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るんだ。ただの共有地にはならないんだという解釈が確立できるのであれば別に特別措置法は要ら

ないんですけれども。 

○福井主査 立法でみなしてしまえばいいわけでしょう。元区分所有があった土地利用に供されて

いたところは、跡形もなくなっても区分所有建物の以前の権利関係は存続しているとみなすと。 

○戎弁護士 それができないということで新法をつくったんです。 

○福井主査 事業法ではなくて区分所有法の建替え決議同等のものができるように、フィクション

でいいから擬制してしまえばよかったわけでしょう。 

○戎弁護士 要するに、62 条でやれるようにしておけば問題ないんです。全部滅失しようが、一部

滅失であろうが。 

○福井主査 その処理、そこの立法は避けて事業法に逃げたというふうにも見えます。 

○戎弁護士 事業法に逃げたというよりは、法務省的に民法上の共有土地と、区分所有法上野の共

有敷地とを厳密に分けている。 

○福井主査 それは立法論のセンスが欠落した議論ですね。 

○戎弁護士 当時もさっき言ったように議論はあったんですけれども、ただ、特別措置法が現在存

在する。そのことを前提とすると、円滑化法は全部滅失してしまったらやはり使えないということ

になるんですね。62 条の決議ができませんから。 

 神戸の人間としては、大規模な災害がいつ来るかもわからないわけですから、本日の議論の本筋

とはちょっと違うかもしれませんけれども、このような点も手当てが必要かと思います。以上です。 

○福井主査 ありがとうございました。 

 では、橋本課長から御自由にどうぞ。 

○橋本課長 ありがとうございます。円滑化法についていろいろ御指摘をいただきましたが、その

御指摘はごもっともでございまして、当時の立法の経緯等も踏まえてできることと、難しいことは

あるのかもしれないですが、勉強させていただきます。 

 確かに、マンション建替えの団地型については私どもも正直言って余り検討が十分ではなかった。

実は、東京で見ていますと余り団地型が問題にならないんですね。関西で言うと千里とか、昔そう

いうものを供給されたところは結構ありますね。 

○福井主査 東京は余りないんですか。 

○橋本課長 東京は、多摩の方に昔、公団がやったところがあって、確かにしこっているところが

あるんだけれども、そもそも建替え決議までいくはるか手前でしこっているところがたくさんある

ことはあるんですが。 

○村辻弁護士 今の大規模な団地というのは千里ニュータウンなどは多いですけれども、団地とい

うのは大規模なものだけではなくて、たった２棟でも団地になるわけですね。 

○福井主査 棟が複数あればそちらにいっちゃうんですね。 

○村辻弁護士 今ちょうど都内でやっているケースなどは、２棟あるわけです。それをそもそも２

棟と見るのか、単棟と解釈するか。そこも問題になるんですけれども、これが２棟ですよというこ

とになると、片方は大きいんですが、片方はメゾネットで、ごくわずかの人間しかいない。恐らく
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そういうのはいっぱいあって、なかなか建替えができないというのは東京でも……。 

○福井主査 棟が別か、同じかというのはどういう基準で判定されるんですか。 

○村辻弁護士 これはいろいろありまして、さまざまな要素を総合考慮して判断するということに

なっております。 

○福井主査 それは、解釈論でははっきりしないんですか。 

○村辻弁護士 まず、物理的にどうなっているのか。例えば、基礎を一緒にしているのか。全然別

なのか。共用スペースを一緒にしているのか、そうでないのか。要するに、物理的な存在として単

棟といえるか複数棟とみるべきかといういことが問題になります。しかし、それだけでなく、社会

的な効用として、一体性が強いかそれとも独立性が強いか、それらの各要素を総合的に見て社会通

念でもって総合的に判断するべきだと言われております。 

○福井主査 それが判例ですか。 

○村辻弁護士 判例という判例はないですね。 

○戎弁護士 例えば、機能性もありますよね。Ｌ字型であってもこちらにしか入り口がないとか、

両方あるとか、いろいろな観点、あるいは登記は１棟なのか、登記は別なんだけれどもくっ付いて

いるとか、いろいろなタイプがあるんです。 

○福井主査 それは出たところ勝負ということでしょうが、むちゃくちゃ不明確で、予想可能性が

立たないですね。 

○戎弁護士 だから、区分所有法の改正の平成 14 年のときも、連たん棟の建替えとか復旧をどの単

位でやればいいのかを検討しようとしたのですけれども、いろいろなタイプがあって決めにくいの

で今回は見送ろうと言うことに落ち着いてしまいました。 

○村辻弁護士 例えば微妙なときには団地なんだということでやっておけば、各棟要件、つまり棟

別要件を満たしさえすれば、後になって、実はあれは１棟でしたねと言っても、５分の４要件は満

たすのでいいんですけれども。 

○福井主査 団地だというのでもクリアしておけば、特に１棟ごとだったにしてもリスクはないわ

けですね。 

○戎弁護士 だから、わからないときは団地でやるのが実務の感覚ですね。 

○村辻弁護士 それでいいですし、それでやっているんですが、実は団地だということでやると棟

別要件を満たさないところが出てくる。仕方がないので、これは恐らく２棟だぞと言っても、えい

やということで単棟なんだということで全体の５分の４だけで決議を取ると。 

○福井主査 それはリスクが伴うんですね。 

○村辻弁護士 はい、非常にリスクが伴うので、それは売渡し請求をかけて法的にというのは、と

ても怖いので、全員合意の建替え決議をめざして、決議に反対の人には催告をしてなんとか賛成に

回ってもらうようにという努力をしてやっている。それが実情です。 

○福井主査 先ほどもちょっと出ました共有部分ですね。棟ごとの共有部分をだれが持っているの

かということも判断基準では考慮されるんですか。要するに、Ａ棟とＢ棟がある場合、それは絶対

そうなんですか。 
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○村辻弁護士 ただ、それは単棟か、複数棟かというときには、要するに共用部分をだれが持って

いるかというよりも単棟だったらむしろ皆が持っているわけですね。複数棟だったら別々です。で

すから、規約でそういうふうにＡ棟とＢ棟があって、共用部分は全部Ａ棟の人たちだけです。Ｂ棟

はＢ棟だけですとなれば、それも、単棟か複数棟かについての一つの尺度にはなるという程度のこ

とです。 

○福井主査 Ａ棟とＢ棟が物理的には離れていると客観的に物的属性で判断できて、Ａ棟とＢ棟の

共有部分をＡ棟、Ｂ棟の全員で持っているというときには、それは当然に１棟になると考えていい

んですか。 

○村辻弁護士 そこが微妙だと。 

○戎弁護士 登記簿標準説と構造上・機能上の独立性のある単位ごとに棟だというふうに考える説

（稲本洋之助先生）とがありまして…。 

○福井主査 解釈論ではそういう観念論を言う人がいるんだけれども、政策的に考えれば、要する

にもともとの原初的な権利の配分のときに、Ａ棟とＢ棟と物理的に分けてあるけれども、共有部分

を一体として、管理規約なども一体としてつくっているような場合は、それは命運を共にするとい

う、いわば当初の設置者の意思があったんだと考えて差し支えないわけで、そうだとするとそうい

うものは当然１棟であるとみなせばよい。 

○戎弁護士 表示登記制度が絡んで、例えば本当にＬ字型でも登記簿は１棟で、１棟をエクスパン

ションで離しているんだという考え方で登記されているのと、ばらばらに２棟がつながっているみ

たいなエクスパンションで考えられているものと、結構あるんです。そうすると、登記も無視でき

ない要素なんです。 

○福井主査 登記は無視していいんじゃないですか。登記というのはしょせん対抗要件のためにだ

け存在しているわけですから、団地の管理という意思からすれば原初的所有権の配分なり、原初的

規約によって物理的に全然離れていても一体として規約を決めたり、あるいは共有部分の共有を総

人数でやっているような場合には、それは１棟であると考え、団地の問題にはならない、と解釈し

てしまえば、それが一番クリアで、後々面倒を招かないやり方になりませんか。 

○戎弁護士 ただ、問題なのは１棟か２棟かというのは権利の登記ではなくて表示の登記なので、

対抗要件としての登記ではないという話なんです。物件の内容と特定のための登記の方です。 

○福井主査 その場合、何か一緒に出てくるんですか。 

○戎弁護士 対抗要件にすぎないというのは言いにくいということです。 

○福井主査 表示の登記だとしても、登記簿自体が対抗のときにだけ意味を持つわけでしょう。 

○戎弁護士 そうではなくて物件の対象、１つの物件、所有権ならば所有権の物件の対象を画して

いるものが表示登記なんですね。権利を対抗するとかというのではないんです。こういう土地、こ

ういう建物、これの所有権という箱ですね。権利が書かれる。 

○福井主査 とはいえ、表示登記と売買契約なりの所有権対象が矛盾していても、所有物は契約で

規律されていることには違いないでしょう。所有権の及び範囲について、登記簿が優先するわけで

はないですね。 
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 しょせん、所有権の及ぶ範囲なり、管理規約の及ぶ範囲というのは、登記とは関係なく客観的に

存在しているはずなわけですから、その意思が重要なんだ、という唯一の基準を取れば、当初のま

さに規約なり、あるいは改正後の規約なり、所有権の配分関係が、とにかく１棟で扱っていれば１

棟だと考えれば、あるところだけテラスハウスがあるとか、タワーマンションが建っているという

ようなときの決議は非常に楽になるわけです。そうするべきじゃないですか。さらに、もし解釈で

そう読めないならば、立法してしまえばいいだけのことではないかと思ってしまうんですが。 

○村辻弁護士 それは、立法的な解決ができれば一番いいと思います。 

○福井主査 我々は立法のためにこの議論をやっているわけで、そんな不合理な解釈論が成り立つ

余地がないようにしたいと思います。 

○戎弁護士 連たん棟に関しては絶対に規定が欲しいところです。 

○福井主査 規定をするとしたら、登記も総合的に考えるとか、基礎がどうのとか、そういう的外

れの議論ではなくて、まさに所有権の共有物の配分法則にのっとって決める、とやっておけば、絶

対に争いがないわけです。 

○戎弁護士 意思か何かが争われるので、登記などだったら明確は明確なんです。 

○福井主査 例えば、共有部分を一体、Ａ棟、Ｂ棟、全体で所有権を持っているのか、棟ごとに持

っているのかということを基準にしてしまえば、過去のものはちょっと不明確になるけれども、新

規に建てるときには、ではそれで絶対に後々トラブルがないようにしようとデベロッパーは思いま

すね。 

○村辻弁護士 福井先生がおっしゃるように、管理規約で１棟なんだ、それがいいじゃないか。そ

れを例えば主観説と言うとすると、それは突き詰めていけばＡ棟とＢ棟が 300 メートル離れている、

極端なことを言えばですね、それで、基礎も何も全然別だ。そんな場合でも、管理規約でこれは１

棟なんだと言えば１棟ということでいいんですか、そこまで委ねていいんですかという問題がある

ので、従来の学説で言われているのは物理的な構造も無視できない、それから、皆で全体を一つの

ものとして管理しようという主観的な要素も無視できない、それらを総合的にというふうになって

いる訳です。、立法するとなれば、それをどこでどう画するかということだと思います。 

○福井主査 物理的に離れているかどうかより、一体として管理して、後々広い敷地の中での最有

効使用を実現しやすくしようと当事者自治で決めたことを、他人がとやかく言う必然性は全くない

ように思います。 

○村辻弁護士 ただ、それを突き詰めると、今度は団地というものではないことになってしまいま

すね。団地だと１棟なんだということになるので。 

○福井主査 それは決め方次第です。要するに、棟内共有部分の共有関係が団地全体であって、管

理規約が全体で決まっているという２要件を満たす限りにおいて、団地とは言わないということに

しておけば、団地の面倒臭い規定は全部バイパスできることになるわけでしょう。 

○戎弁護士 だから、団地を定義してそこから外す、外さないをやればいいんですけれども、一番

問題なのは、ぱっと見るとどう考えても団地なんですが、実は地下駐車場で全棟つながっているの

で、登記簿上は１棟だというようなものが結構あるんです。こういうのは実は非常に難しい話で、
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だれも将来の建替えのことを考えていないから作れるともいえるのですけれども結構あります。 

○福井主査 それも逆に言えば、もしそれが１棟になっていれば１棟として扱う。 

○戎弁護士 でも、基本的にそれは団地では扱えないんです。 

○福井主査 団地で扱っていいことにしてもいいと思うんです。例えば、地下はつながっているけ

れども、Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟の３棟があったとして、Ａ棟はＡ棟の……。 

○戎弁護士 団地で扱うと、棟ごとが原則の建替えになってしまうので、それもやはり変ですよね。 

○福井主査 物理的にできさえすればいいわけでしょう。地下駐車場の部分を区々にして物理的に

建替えさえできればいいと割り切れば、要するにＡ棟の共有部分はＡ棟の人たちが持っている。Ａ

棟の管理規約はＡ棟で独立しているという条件を満たしたときには、仮に地下がつながっていても

団地で構わない。それは当事者の意思がそうだったんだから、団地にしてしまえばいい。 

○戎弁護士 結局、団地の定義をどうするかとかという話にはなってきますね。 

○福井主査 そうですね。だから、団地の定義としてそういうものはＡ棟ごと、Ｂ棟ごとでやって

も構わないんだという当事者の意思があれば、それは勝手でしょう、というふうに割り切れば、そ

ういうルールを前提として皆が新しく規約をつくったり改正をし始めれば明確になるように思うの

です。 

○戎弁護士 あと１つだけ忘れていたんですけれども、容積率の既存不適格のマンションの建替え

というのは、またこれはこれでどうしようもない部分があるんです。団地でもＬ字型の連たん棟で

も、例えばＬ字型でこちらがないことが適格というような団地というか、マンションだってあるし、

そういうときの建替えというのは円滑化法でも区分所有法でもどうにもならない建築条件の話なの

で、それをどうするかというのは結構残された課題です。 

○福井主査 それは痛み分けで、減収部分を平等に分配するというのではだめなんですか。 

○戎弁護士 要するに、同じ大きさで住もうと思ったらだれか出ていかないといけないし、皆が残

るんだったら、より小さい部屋でないと建替えができないということになると、合意がなかなか取

れないんです。震災などのときは、特別な総合設計の特別バージョンとかいろいろなことを使いな

がらやれるところだけはやりましたけれども。 

○福井主査 その場合は、例えば出ていく人をだれか選定するという手続きが面倒ということです

か。 

○戎弁護士 そういう建替え計画だったら５分の４にならないんです。 

○福井主査 出ていく人がちゃんと応分の開発利益も含めた負担を賄ってもらえば、普通文句ない

はずでしょう。 

○戎弁護士 はい。ただ、なかなか合意が整わないですね。 

○村辻弁護士 要するに、今のことは既存不適格だけではなくて、私はこう思っているんです。５

分の４という数字がそれだけ一人歩きをしてハードルが高いとか、そういうことではないと思うん

です。今まで建替えができているケースというのは皆、容積率に余裕があるんですね。千里ニュー

タウンなどもその典型的なもので、たった 50 平米くらいしか住戸面積がないのに、１つの住戸につ

いて土地持分が 30 坪くらいあるとか、そういうところだとボリュームアップできるので等価交換な
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り、権利変換なりができる。つまり、建替えの条件が非常によくなる。とすると、５分の４要件と

いうのも簡単にクリアできる。 

 ところが、容積率に余裕がないということになると、既存不適格までいかなくても等床等価交換

というのはできないようになってくる。そうすると、そんなに悪い条件ではということで反対者が

出てきて結局５分の４を満たさない。ですから、５分の４という数字がよろしくないというのでは

なくて、やはり容積率とか、その辺りが非常に大きいかと思います。 

○戎弁護士 上積みできませんから、今あるものを残った人だけでということしかならないわけで

魅力のある建替え計画にはならない。 

○福井主査 それは戸建てに住んでいる人も皆、同じことですからね。建物代は皆、自腹で出すわ

けで、マンションの人だけ得をさせていいという法はない。 

 多分この問題は既存不適格にせよ、余り開発利益がない場合にせよ、基本的には老朽化したら土

地はその人たちのものかもしれないけれども、建物はとにかく負担していただく。小さくなるなら

ば小さくなるで、小さくなったなりの更新はするけれども、それで損得がないようにちゃんと金銭

で解決するルールをつくる。ポイントはそこじゃないですか。 

○戎弁護士 例えば耐震補強なりをしていって修繕維持の方向で維持していこうという限りはいい

んですけれども、それもしない。それで、建替えもできないということで、さっき言ったどうしよ

うもないマンションとして残されてしまうということはどうするかという話です。 

○福井主査 多分、人々の意識の相関関係としては、得する度合いが高いほど合意は簡単に取れて、

５分の４どころか 90％とか 95％の合意の下にぜひ建て替えをやろう、とやろうということになるわ

けです。得する度合いが少なければ少ないほど、80％でも無理、75％でも無理、60％でぎりぎりと

いう事態が生じやすくなるわけです。だから、まさに得する度合いが小さいときには同意要件を緩

めなければ建替えは絶対できない。得する度合いの小さいときにもいわば社会全体として、あるい

はまさにそこの棟全体の福利厚生水準を高めるためには、同意要件はそれに応じて下げねばならな

いということになるはずです。 

 要するに、結果的には建替えて仮に小さくなったとしても、そこの資産価値が上がれば高く売れ

るはずですから、仮に皆が出ていったとします。そこに住む人なんかいなくてもいい。皆が出てい

ったにしても、いわば容積率が既存不適格で切り下げられたにしても非常に住環境の良好なブラン

ドデベロッパーが入った立派なマンションができて分譲してしまえば、開発利益としては、例えば

よそのもう少し郊外に住んだら皆が前に住んでいたところと比べても、もっとあり余る床面積で住

めるかもしれない。要するに、新たにどこか住宅を取得するときの補助金に皆充てましょう、と考

えれば、そこでなければ嫌だという人を除けば、結果的には皆、絶対に得するはずです。 

 そういうビジョンを示してあげることができるようにすることが重要です。しかし、逆に言えば

ビジョンがわかりにくい。いわば、皆が絶対得をして当たり前のように賛成するというのではなく

ても、そういうビジョンを示したときの説得成功確率が高くなるように仕組んでおかないと、多く

の人は損するし、社会的には劣悪な資産を残すし、当然多くの人々の生命や財産を危機にさらすこ

とになるわけです。そうなりかねないようなハードルは下げた方がいいというのが我々の問題意識
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です。 

○村辻弁護士 確かに、そういう角度から全体的な社会的な価値とかでいくとそのとおりだと思い

ます。問題は、そのときに個人の財産権とか、あるいは区分所有法の中で規約改正は４分の３とや

っている。そうすると、それは上回らないとだめでしょうというバランスの問題とか、その辺りが

問題になるのだと思います。 

 それから、さっき戎先生がおっしゃった工区制のところは是非必要で、マンション再生協議会で

の法的課題検討会でも皆、一致した意見でした。そういうことで、そこは一致しているのですが、

先生がおっしゃった再生決議ということで、いろいろなバリエーションがあってというのは、それ

はそのとおりでいいと思うんですけれども、実際にそれがどれほど機能するんだろうかという気も

します。団地の中で残る人は特定の残す棟を決めて、そしてそうでないものは建替えという一つの

例をさっき先生がおっしゃいましたが、それを認めて本当にどれほど実効性があるのか。 

 つまり、団地に 10 棟なり 20 棟なりあるときに、自分はここの建替えには反対だという人は、こ

の団地のどこでもいいから特定の棟を残してくれたらそこに移るよということではないんです。自

分はここなんだ、ここには思い入れがあるし、自分のこの棟は特別にいいんだとか、そういう人は

そこから動くことを否定されます。 

○福井主査 そういう人には、端に寄ってくれというのは効かないことになっちゃいますね。 

○村辻弁護士 ですから、戎先生がおっしゃったのは確かに理想的にはすばらしいし、それで解決

できる問題もあるかもしれないけれども、実際は難しいんじゃないか。 

○戎弁護士 私としては、再生手法のメニューをもうちょっと増やしておきたいというのがあるん

です。 

○福井主査 そういうことで済む場合には、そういうことを許してもいいじゃないかということで

すね。 

○戎弁護士 要するに、もうちょっと自由度を高めて…。 

○村辻弁護士 確かにそれはそうですね。自由度や選択肢を増やすのは確かにいいことだけれども、

今それをやってすぐそういう方向にいくんだろうかという疑問も残るということです。。 

○福井主査 自分はこの住戸がいい、とにかく生涯ここに住み続けるんだという人には効かないと

いうことですね。 

○村辻弁護士 団地の中では、実はそういう人が結構多いんです。自分の場所がいい。ここは特別

にいいとか、そうだとすると今の状況で団地建替えを円滑化するためには、先ほど私が申し上げま

した各棟要件、棟別要件を緩和する。極端なことを言えば、それを撤廃するとか、撤廃までいかな

くても３分の２ではなくて５分の３にするとか、そうすると大きくはずみがつくのかなと。 

○福井主査 大きな流れとして、先生方のお話はいずれも全くごもっともであり、非常に勉強にな

ったんですけれども、こういう感じじゃないですか。団地であったとしても１棟ごとと同じように

できるだけ敷地全体、団地全体で命運共同体という手続きで先に進めるようにする。そのときに何

も必ずしも全部壊さないでもいいし、全部滅失したら突如全員合意だとか、そういう不自然なこと

を言わずに、自然な多数決でちゃんと管理が円滑に進むように、棟ではなくて団地全体が主体にな
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る。こういう方向ですね。 

○戎弁護士 団地に再生主体としての強い権限を与えた方がいいんじゃないかと思います。 

○福井主査 まさにそういう方向ですね。そうすれば随分皆、幸せになるはずですね。 

○村辻弁護士 なぜかというと、それは日常的に皆、連帯感というか、一体感を持っているんです。

だから、自分たちだけ、この棟だけ別などということは全くなくて。 

○戎弁護士 だから団地だと思うんです。 

○村辻弁護士 今の新しい標準管理規約の団地型には棟別集会などについても、一応規定はありま

すけれども、実際に棟別で集会をしていることはほとんどない状態ですし。 

○戎弁護士 特別な決議事項だけですからね。 

○村辻弁護士 それから、借家のところは本当にリスキーな状態で、円滑化法ができる前はどうし

ていたかというと、結局、個別交渉をして合意解約をする。あるいは、合意解約の一つの仕方とし

て金銭解決だけでおしまいというのと、建て替わったら戻ってもらいますからというのと、二つの

方向性がありますが、いずれにしても合意解約をする。 円滑化法は一歩進めたと言われています

けれども、何をかというと、新しいマンションに新しい借家権の権利変換を受けられますよという

意味で一歩進めた。しかしながら、それに同意を要求している。そういう中で、新しいところに移

れますよと言っても、実際に新しいところに移るということを希望する人がどれほどいるのか。 

○福井主査 そんな面倒なことはしませんね。２回引っ越しをしなきゃいけないし、多くの人はど

こでもいいから適切なところに住ませろ、というだけのことですね。 

○戎弁護士 まず家賃は一緒とは限らないですし、第一、木賃の建替えのときはなかなか借家人の

人はほかへ行けないですけれども、マンションの借家人の人というのはほかに行けるだけの財力と

いうか、そういうものを持っていることも多いので、したがって新しいマンションに移行すると言

っても乗ってこないです。 

○村辻弁護士 それでいくと、昔の円滑化法ができる前は何の手当てもなかったわけですね。とこ

ろが、円滑化法ができて逆に同意が必要だということが明白になったので、むしろ借家人の方は強

い権利を持っているんだ。こういうふうに言うとあれですけれども、借家権に関しては円滑化法は

かえって逆行している面もあるんです。大きなマイナスもあります。 

○福井主査 さっきも申し上げたように、土地収用の場合は基本的に借家期間中であろうが、借家

期間終了後の正当事由適用場面であろうが、有無を言わさず立ち退きです。要するに、根っこにあ

る財産権、所有権の命運にただ従うというだけのことです。あとは補償金の算定のときに考慮され

るだけですから、それが本来の姿です。 

○戎弁護士 残れるか、補償金で出ていくか。どちらでもそれで保護されているんですから、同意

権まで上げる必要がどこにあるかと思うんです。 

○福井主査 土地収用法制なり憲法上の財産権保障の概念について、基本的な理解のない方がつく

った制度ではないかという疑いすらあります。矛盾していますね。 

○戎弁護士 これは、そのまま土地再開発法を持ってきただけの話で。 

○村辻弁護士 この借家問題というのは団地であろうが、単棟型であろうが、日本全国のすべての
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マンション建替えでそのリスクを持っている。たまたまうまく合意解約が成立しているからうまく

いっているだけで。 

○福井主査 多くのマンション居住民にとって、明日は我が身ですね。 

○戎弁護士 作戦として、借家人に反対させるというようなことが本当にあり得るわけです。権利

変換の開始登記までに消しているのが実情です。権利変換計画開始の登記にある借家権なので、そ

れまでに全部消しているのが実務です。 

○福井主査 さっきちょっとお話をしかけたことなのですが、団地の定義としてタウンハウスが一

部混じっているような大きな団地、全体は共有だけれどもタウンハウスのところだけ個々に所有だ

というようなものは、それ全体で団地だということになるんですか。 

○村辻弁護士 団地という概念としては団地にあたるのですけれども、一括建替えの対象にはなら

ないです。 

○福井主査 例えばそんなものがど真ん中を占めているものだってあり得るわけでしょうから、そ

ういうものでもできるようになっていないと制度としてはおかしいですね。それも立法論的課題で

すね。 

○戎弁護士 70条の３要件というのは、まさしく標準管理規約の団地タイプを満たす団地なんです。

だから、最もそういうタイプだということで 70 条はそれにしたんだと思うんですけれども、そこか

らこぼれ落ちていく団地がいっぱいあるので、それに関してもやはり手当ては要るんだろうという

ことになります。 

○福井主査 頭の整理なんですけれども、平成 14 年以前は団地で何かやろうとすると物理的にはと

いうか、実質的にはできなかったと理解していいんですか。 

○戎弁護士 何かというのは、建替えということですか。 

○福井主査 建替えです。 

○村辻弁護士 各棟ごとに 62 条決議をする。 

○戎弁護士 37 年法のときには各棟ごとに全員一致で、58 年法は各棟ごとに過分性プラス５分の４

でした。 

○福井主査 58 年法は、基本的には各棟単位のかつての要件を満たせばできたということですか。 

○戎弁護士 そうです。 

○福井主査 できたけれども、そのときには過分費用要件なりの不明確性があって実質的には動か

なかったと考えればよろしいですか。 

○戎弁護士 各棟で過分で、しかも全棟で５分の４いかなかったら全部はできなかったんです。 

○福井主査 全棟の５分の４は、やはりかかっていたわけですか。 

○戎弁護士 いいえ。全棟の５分の４という概念がないんです。各棟で全棟５分の４です。すべて

の棟で、棟ごとに５分の４を全部満たさないといけなかったわけです。 

○福井主査 58 年法はそうなんですか。ある棟だけ、自分だけ建替えるというときによその棟を無

視することはいかなる意味でもできなかったわけですか。 

○戎弁護士 書いていなかったんです。結局、棟で５分の４ということしか書いていなくて、ほか
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の棟の承認が要るのか要らないのかとか、そういう話は一切書き込まれていなかったんです。 

○福井主査 解釈としてはどうなっていたんですか。 

○村辻弁護士 逆に言うと、58 年法の場合には各棟ごとに 62 条決議をすればできますよともなっ

ていなかった。つまり、何もないので、解釈として団地一括建替えなどというのはもちろん規定が

ないですから、そうすると解釈として各棟ごとに同じ内容の建替え決議をすればできるだろうとい

う解釈で我々はやったということです。 

○福井主査 やった例はあるんですか。各棟ごとにというのは、例えばＡ、Ｂ、Ｃと３棟あったと

して、Ａ棟だけ建替えるときにＢ、Ｃ棟はどうしていたんですか。 

○村辻弁護士 それはできない。それは解釈としてさすがにできないと。 

○福井主査 それをやるときにはどうしていたんですか。皆、一緒にやるんですか。 

○戎弁護士 それはまた解釈で、前と同じ位置に前と同じ大きさのものを建てるんだったらＡ、Ｂ、

Ｃで、Ａだけで５分の４取ればできるだろうとは言われていました。しかし、大きくするとか位置

を変えるということになったときには、それはできない。共有地の処分みたいなものだから、ほか

の棟が合意しない限りできないといわれていました。 

○福井主査 ということは、58 年法の世界では実質的に各棟ごとを全体同時に満たしたときに全体

同時に建替えられる、というのが実質的には唯一の選択肢だったと考えればよろしいですか。 

○戎弁護士 はい。阪神・淡路大震災のときに、他の棟の同意を得て１１棟のうち２棟だけ建て替

えたというのはありますけれども、それは他の棟が納得してくれたからできた話です。 

○福井主査 わかりました。いろいろと問題の多い制度ですね。大変勉強になりました。 

 本日は貴重なお話を長時間賜りありがとうございました。 

 

以上 

 


